
桶川市住宅リフォーム資金補助金交付要綱  

平成２７年３月３１日  

告示第５２号  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、地域経済の活性化及び住宅環境の向上を図るため、

住宅の改修工事（以下「リフォーム」という。）に対し、桶川市住宅リ

フォーム資金補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、

必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

（１）住宅  居住の用に供する建築物及びこれに附属する工作物をいう。 

（２）専用住宅  自己の居住の用に供する住宅をいう。  

（３）併用住宅  専用住宅部分及び店舗、事務所、賃貸住宅等（以下「非  

専用住宅」という。）部分がある住宅をいう。  

（４）集合住宅  専用住宅部分、非専用住宅部分及び共有部分が独立し  

て併存する住宅をいう。  

（５）市内業者  市内に事務所を有する法人又は住所を有する個人事業  

主であって、リフォームを行う業者をいう。  

（６）工作物  ブロック塀、フェンス、門柱その他これらに類するもの  

をいう。  

（７）道路  道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条に規定する道  

路その他一般の通行の用に供されているものをいう。  

（補助対象住宅）  

第３条 補助金の交付の対象となる住宅は、市民が市内に所有する住宅と

する。  

（補助対象工事）  



第４条 補助金の交付の対象となるリフォームのうち建築物については、

次の各号のいずれにも該当する工事とする。ただし、当該工事は専用住

宅、併用住宅の専用住宅部分又は集合住宅の専用住宅部分を対象とする。 

（１）市内業者が行う工事であること。  

（２）内外装の修繕、改築若しくは居間、浴室、玄関、台所、トイレ等  

の工事又は当該工事に係る増築等の工事であって、建築基準法（昭  

和２５年法律第２０１号）に基づく建築確認を要しないものである  

こと。  

（３）工事に要する工事費用が２０万円以上（消費税及び地方消費税を  

除く。）であること。ただし、併用住宅又は集合住宅（以下この号  

において「併用住宅等」という。）に係る工事については、当該工  

事に要する工事費用の額に、当該併用住宅等の専用住宅部分の床面  

積を当該併用住宅等の床面積で除して得た数値を乗じて得た額（１  

円未満の端数は切り捨てるものとする。）が２０万円以上であるこ  

と。  

（４）国又は地方公共団体が実施している他の制度による助成、補助等  

を受けていないものであること。  

（５）過去に行った工事に対し、補助金の交付を受けていないものであ  

ること。ただし、住宅の所有者が変更されている場合を除く。  

２  補助金の交付の対象となるリフォームのうち工作物については、次の

各号のいずれにも該当する工事とする。  

（１）市内業者が行う工事であること。  

（２）道路に接する工作物の撤去又は処分を含む工事であって、当該工

作物の道路に面する側の高さが０．８メートル以上であること。た

だし、建築物の解体に付随する工事は、補助金の交付の対象外とす

る。  

（３）工作物の撤去又は処分に要する工事費用が、２万円以上（消費税



及び地方消費税を除く。）であること。  

（４）国又は地方公共団体が実施している他の制度による助成、補助等  

を受けていないものであること。  

（５）過去に行った工事に対し、補助金の交付を受けていないものであ  

ること。ただし、住宅の所有者が変更されている場合を除く。  

（補助対象者）  

第５条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも

該当する者とする。  

（１）補助金の交付の申請時において、住民基本台帳法（昭和４２年法  

律第８１号）の規定に基づき市の住民基本台帳に記録されている者  

（２）リフォームを実施する住宅を所有する者又はリフォームを実施す  

る住宅に居住している者（２親等以内の親族が当該住宅を所有して  

いる場合に限る。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める  

ときは、当該住宅に居住する世帯の世帯主である者）  

（３）補助金の交付の申請時において、市税を滞納していない者  

（補助金額）  

第６条 リフォームのうち建築物に係る補助金の額は、第４条第１項に規

定する補助対象工事の１００分の５に相当する額（１，０００円未満の

端数は切り捨てるものとする。）とし、１０万円を限度とする。  

２  リフォームのうち工作物に係る補助金の額は、第４条第２項に規定す

る補助対象工事の１００分の５０に相当する額（１，０００円未満の端

数は切り捨てるものとする。）とし、１０万円を限度とする。  

（交付申請）  

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、桶川市住宅リフォーム資金

補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付して市

長に提出しなければならない。  

（１）当該住宅に係る家屋の固定資産税の明細書の写し又はこれに準ず  



る書類  

（２）リフォームの見積書の写し  

（３）設計図及び案内図  

（４）リフォームを予定している現場の写真  

（５）その他市長が必要と認める書類  

２  前項に規定する申請の期間は、毎年度市長が定める。  

３  第１項の規定による申請をした者は、次条第１項の通知を受けるまで

は、リフォームに着手してはならない。  

（交付決定等）  

第８条 市長は、前条第１項の規定による申請を受けたときは、その内容

を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、桶川市住宅リフォー

ム資金補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により、当該申

請した者に通知するものとする。  

２  市長は、前項の規定により交付決定をする場合において必要があると

きは、補助金の交付に関し条件を付すことができるものとする。  

（変更申請等）  

第９条 前条第１項の規定により交付決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、リフォームの工事内容を変更しようとするときは、桶川

市住宅リフォーム資金補助金工事内容変更承認申請書（様式第３号）に

工事内容の変更を明らかにする図面、工事見積書等を添付して市長に提

出しなければならない。  

２  市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

承認の可否を決定したときは、桶川市住宅リフォーム資金補助金工事内

容変更承認（不承認）決定通知書（様式第４号）により、当該申請をし

た者に通知するものとする。  

３  交付決定者は、リフォームを取りやめるときは、桶川市住宅リフォー

ム資金補助金工事取りやめ届（様式第５号）を速やかに市長に提出しな



ければならない。  

（状況報告）  

第１０条  市長は、交付決定者に対し、必要に応じて当該リフォームに関

し報告を求め、又は現地調査をすることができる。  

（完了期限）  

第１１条  交付決定者は、当該交付決定の日の属する年度の３月２０日ま

でにリフォームを完了しなければならない。  

（完了報告）  

第１２条  交付決定者は、リフォームが完了した日から１か月以内又は当

該交付決定の日の属する年度の３月２０日までに、桶川市住宅リフォー

ム資金補助金工事完了報告書（様式第６号）に次の各号に掲げる書類を

添付して、市長に提出しなければならない。  

（１） 契約書の写し又はこれに代わるもの  

（２） 領収書の写し又はこれに代わるもの  

（３） 施工前の現場写真に対応した施工後の現場写真  

（４） その他市長が必要と認める書類  

（額の確定）  

第１３条  市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審

査し、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、桶川市住宅リ

フォーム資金補助金交付額確定通知書（様式第７号）により、当該報告

をした者に通知するものとする。  

（交付請求等）  

第１４条  前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を請求する

ときは、桶川市住宅リフォーム資金補助金請求書（様式第８号）を市長

に提出しなければならない。  

２  前項に規定する請求の期限は、前条の規定による通知を受けた日から

起算して３０日を経過する日までとする。  



３  市長は、第１項の規定による請求を受けたときは、当該請求をした者

に補助金を交付するものとする。  

（権利譲渡の禁止）  

第１５条  交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、

又は担保に供してはならない。  

（交付決定の取消等）  

第１６条  市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、当該交付決定を取り消すことができる。  

（１） 補助金の交付の要件を満たさなくなったとき。  

（２） この要綱の規定に違反したとき。  

（３） 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受け

たとき。  

２  市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合におい

ては、当該交付決定者に対し、桶川市住宅リフォーム資金補助金交付決

定取消通知書（様式第９号）により通知するものとする。  

３  市長は、前項の規定による通知をする場合において、交付決定者が既

に補助金の交付を受けているときは、当該交付決定者に対し期限を定め

て補助金を返還させることができる。  

（その他）  

第１７条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項

は、別に定める。  

附  則  

１  この告示は、平成３０年１０月１日から施行する。  

２  この告示による改正後の桶川市住宅リフォーム資金補助金交付要綱の

規定（以下「改正後の要綱」という。）は、この告示の施行の日以後に

申請のあった補助金の交付について適用し、同日前に申請のあった補助

金の交付については、なお従前の例による。ただし、改正後の要綱第１



１条、第１２条及び第１４条の規定は、平成３０年４月１日以後の申請

から適用する。  


